
 

秦野市耐震改修促進計画改定案に対するパブリックコメントの実施結果につ

いて 

１ 意見募集期間 

  令和４年１月２９日（土）から同年２月２８日（月）まで 

２ 意見募集の周知方法 

  広報はだの２月１日号及び市ホームページ 

３ 構想案の公表方法 

 (1) ホームページへの掲載 

 (2) 公民館、図書館及び駅連絡所における閲覧 

 (3) 本庁舎行政情報閲覧コーナーにおける閲覧 

 (4) 建築指導課における閲覧 

４ 意見提出方法 

  郵送、ＦＡＸ、電子メール及び持参の方法による 

５ 提出された意見の内容及びその取扱い等 

内容分類 件数 
意見への対応区分（※） 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

第１章 計画の目的等 5 1   1 3 

第２章 秦野市において想定

される地震の規模・被害の状況 

      

第３章 建築物の耐震化の現

状及び目標 

5  1 1  3 

第４章 建築物の耐震化を促

進するための施策 

11 3  5  3 

第５章 計画の推進に向けて       

その他全般 1   1   

計 22 4 1 7 1 9 

※ 意見への対応区分 

  Ａ：意見等の趣旨等を構想に反映したもの 

  Ｂ：意見等の趣旨等は既に構想に反映されていると考えるもの 

  Ｃ：今後の取組みにおいて参考とさせていただくもの 

  Ｄ：構想に反映できないもの 

  Ｅ：その他（感想、質問等） 



№
構想案

該当箇所
御意見・提案等の概要 区　分 御意見等に対する考え方

1 第1章 　新耐震基準とは。 E

　昭和５３年に発生したマグニチュード
７．４の宮城沖地震等の経験から、昭和
５６年６月に建築基準法の耐震基準が大
幅に見直されて改正施行され、この基準
を「新耐震基準」、改正前の基準を「旧
耐震基準」と呼んでいます。新耐震基準
では、大規模地震（震度６強から７に達
する程度）に対して、倒壊又は崩壊する
危険性が低いとされています。

2 第1章 　橋梁長寿命化計画も関連性がある計画のように思います。 E

　本計画は「建築物」の耐震化を促進す
るための計画であり、「道路構造物」で
ある橋りょうの健全度を維持し道路網の
安全性・信頼性を確保することを目的と
した「秦野市橋りょう長寿命化修繕計
画」は直接関連する計画ではありませ
ん。
 なお、道路構造物については、道路管
理者において、維持管理や耐震性の向上
を図っています。

3 第1章
　対象建築物として公共建築物に、道路や橋梁やトンネルなどの「道路構造物」も含
むべきだと思います。

D

　本計画は「建築物」の耐震化を促進す
るための計画であり、「道路構造物」は
建築物ではありません。
　なお、道路、橋りょう及びトンネル等
の「道路構造物」については、道路管理
者において、維持管理や耐震性の向上を
図っています。

4 第1章 　耐震診断が義務化された建築物はあるか。 E

　店舗等の不特定かつ多数の方が利用す
る建築物等で大規模なものは、耐震診断
が義務化されており、過去には本市にも
存在していましたが、解消されたため、
現在は、本市内に耐震診断が義務化され
ている建築物はありません。
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5 第1章
　緊急輸送道路の路線名に、新東名高速道路についても、すでに路線図や構造体もわ
かっていると思いますので、併記するべきだと思います。

A

　本計画の計画年度中に全線が開通予定
の第二東海自動車道（新東名高速道路）
が、県指定の緊急輸送道路となった場合
には、地震発生時に通行を確保すべき道
路（耐震診断努力路線）として位置付け
る旨、記載しました。

6 第3章 　民間住宅の耐震化率はどのように算出しているか。 E
　固定資産税データを基に、各年におけ
る解体件数や新築件数等を踏まえて算出
しています。

7 第3章 　今後の民間住宅の耐震化率はどのようか。 E

　年間２００件程度の住宅が建替えさ
れ、令和１２年度の耐震化率は自然増減
により９２～９３％程度と推定されま
す。
　９５％の目標達成に向けて、本計画に
基づく施策（耐震化に関する周知・啓
発、補助事業等）に取組みます。

8 第3章
　民間住宅の耐震化について、建替えることにより耐震化率が上昇するのは事実だ
が、古き良きものを大切に使うことも大事だと思う。

C

　建物を耐震化させる方法として、耐震
性の不足している住宅を、建替える方法
と耐震改修する方法があります。そのい
ずれの方法を選択するかは、所有者が判
断することになります。
　本市では、木造建築物耐震改修工事等
補助事業により、耐震性の不足している
住宅を耐震改修する市民に対して補助し
ています。本補助事業を通じて、既存住
宅を活かして耐震性を確保することがで
きることを周知しているところです。
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9 第3章
　民間住宅の耐震化率について、令和１２年度までに９５％を達成するのは困難で
は。

E

　年間２００件程度の住宅が建替えさ
れ、令和１２年度の耐震化率は自然増減
により９２～９３％程度と推定されます
が、本計画に基づく施策（耐震化に関す
る周知・啓発、補助事業等）により、耐
震化率を向上させていきたいと考えてい
ます。

10 第3章
　建築物の耐震化の現状及び目標に、そもそも対象数はいくつなのか併記するべきだ
と思います。

B

　対象数は第３章の「３　建築区分ごと
の目標設定」においてその詳細を記載し
ていますので、表３－２（耐震化の目
標）には割合のみを記載しています。

11 第4章
　耐震化を促進したい住宅の所有者は高齢の方が多いように感じている。対面で丁寧
に説明し、耐震化に関する意識を向上させることが効果的では。

C

　現在は、新型コロナウイルス感染症の
影響もあり、個別訪問し対面でご説明す
ることを控えています。今後の新型コロ
ナウイルスの感染状況を注視しつつ、高
齢の方に限らず、丁寧にご説明するよう
に努めます。

12 第4章
　建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及について、広報活
動としてＳＮＳを活用することも併記するべきだと思います。

A
　広報活動の一つとして「ＳＮＳ」を活
用することを記載します。

13 第4章 　各補助制度の利用実績なども示すべきだと思います。 A
　各補助制度の利用実績についても記載
します。
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14 第4章 　ブロック塀の耐震化促進の施策拡充とは。 E

　本市では、ブロック塀の除却に対する
補助制度を実施しているところですが、
国が定める「建築物の耐震診断及び耐震
改修の促進を図るための基本的な方針」
及び「神奈川県耐震改修促進計画
（案）」にブロック塀の実態把握や対策
の強化について明記されていることか
ら、庁内で連携し通学路のブロック塀等
の耐震化を促進するための施策の拡充を
検討します。

15 第4章 　危険性を察知しているブロック塀等について、改善できるように努力して欲しい。 C
　庁内で連携し、通学路のブロック塀等
の耐震化を促進していきます。

16 第4章
　耐震化されていない建物やブロック塀等の周知について、個人情報の観点から困難
な面もあると思うが、近隣住民等に知らせたほうがよいのでは。

C

　特定の建物やブロック塀等について、
耐震化されていないことを第三者に周知
することは、個人情報の観点から困難で
す。
　地震発生時に建物等の倒壊により第三
者に被害が生じることがないように、そ
の建物等の所有者に対して、自らの財産
は自らが守り維持管理する必要があると
いうことを自覚してもらえるように啓発
します。

17 第4章
　建築物やブロック塀の他に、土留めや地盤の安全性を確保することも必要だと思う
が、いかがか。

A

　土留めや地盤の安全性を確保すること
は地震発生時の被害の低減につながりま
す。
　地震発生時に土留め等の損傷により第
三者に被害が生じることがないように、
その土留め等の所有者に対して、自らの
財産は自らが守り維持管理する必要があ
るということを自覚してもらえるように
啓発します。
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18 第4章 　家具の転倒防止対策について、わかりやすく周知して欲しい。 C 　適切に周知できるように努めます。

19 第4章
　住宅そのものの耐震化とあわせて、家具の転倒対策や付帯的なものについても、啓
発して欲しい。

C 　適切に啓発できるように努めます。

20 第4章 　袖看板、懸垂物及び外装材等の落下対策に対する取組はどのようか。 E

　袖看板、懸垂物及び外装材等の安全性
を確保することは、地震発生時の落下に
よる被害の低減につながります。
　地震発生時に懸垂物等の落下により第
三者に被害が生じることがないように、
その懸垂物等の所有者に対して、自らの
財産は自らが守り維持管理する必要があ
るということを自覚してもらえるように
啓発します。

21 第4章
　自治会への支援策について、耐震化及び老朽化に対処する補助制度の利用の旨につ
いて記載されていますが、公共施設の保全や再配置に関わることですが、関連計画な
どとの整合性は図られているのでしょうか。

E

　本計画では、自治会が管理する各自治
会館は公共施設として扱っていません。
　また、自治会館の耐震化を促進するこ
とについて、関連計画との不整合は生じ
ていないものと考えています。

22
その他
全般

　地震はいつ起こるかわからない。本計画は命を守ることにつながる。そういう認識
で建築物やブロック塀の耐震化を促進して欲しい。

C

　御意見のとおり、地震はいつ起こるか
わかりません。建築物を耐震化すること
は、命を守ることにつながります。
　より効果的に耐震化を促進できるよう
に努めます。

※　このほかに、「字句の訂正や文言の整理等」に対する御意見・提案等については、適宜、参考とさせていただきました。
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